
平日の午前９時～午後９時（終了）までの、１時間程度といたしま

す。（ただし、やむを得ない場合は日程を調整します。） 

 
町内に在住、在勤または在学している人で構成された５人以上の 

団体、グループ（受講のために作ったグループなど） 

別紙の「講座一覧」をご覧ください。 

※メニューにない内容も可能な限り対応いたします。 

 

 

（但し、教材等は実費負担して頂きます。事前に打合せします。） 

◎「受講申込書」を企画財政課または講座の担当課に提出してください。 

受講希望日の１４日前 

お申込み後、日程などの調整を行い、後日、講師派遣の可否を、講師

派遣通知書によりご連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お申込みから講座開催までの流れ 

出前講座とは、町政について「わからない事を教えてほし
い」「学習を深めたい」との団体・グループの希望にお応えし
て、講師（説明役）として町職員

※
を派遣する制度です。ぜひ、

町政に関することの学習の場としてご活用ください。 

※課題・内容によって、町理事者を派遣する場合があります。 

開 催 日 時 

講 座 内 容 

対 象 者 

受 講 料 

受  講  申  込 

申 込 締 切  

講師派遣通知書 

受 講 申 込 

申込書を提出していただきます。その後、希望する内容について
詳しくお聞きし、注意事項等の説明をいたします。 

講 師 派 遣 通 知 

書面にて、申込者へ派遣の可否について連絡します。 

開 催 準 備 期 間 

申込者と講師職員との打合せ、資料などの準備。 

講 座 開 催 

 

受講するみなさまへのお願い 

○講座では、説明に関する質疑や意見交換を行いたいと考えています。 

○講座時間は、質疑応答を含めて予定時間内（１時間程度）で終了するようご協力ください。 

○質問の内容によっては、その場で即答することができない場合があります。 

（持ち帰って後日、お答えいたします。） 

お問い合わせ先 

上士幌町役場 企画財政課企画担当  担当者：遠藤・坂本 

〒０８０－１４９２ 上士幌町字上士幌東３線２３８番地 

ＴＥＬ：２－４２９０（直通） ＦＡＸ：２－４６３７ 

Ｅ－ｍａｉｌ： kikakuzaiseika@town.kamishihoro.hokkaido.jp 

そ    の    他 
講座は、団体などが主催する学習会等へ町職員（講師）を派遣す

る形式で行いますので、準備、会場の確保・設営、司会進行など

は主催者側の団体及びグループで行っていただきます。 

なお、以下に該当する場合は講座を開くことができません。 

①公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害する恐れがあるとき 

②政治、宗教または営利を目的とした催しなどの場合 

 （ただし、講座の持ち方・内容によりますので一度ご相談ください。） 

③出前講座の目的に反し、その受講が適当ではないとき 

④天災、大規模災害、その他の事由により講師を派遣できないとき 

 

受
講
申
込
か
ら
講
座
開
催
ま
で
14
日 

■講座の申込先 

 ○企画財政課企画担当 

 ○講座の担当課（講座一覧をご覧ください）                         

※町のホームページに「講座一覧」や「申込書」を掲載しています。 

 http://www.kamishihoro.jp/page/00000025 


